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発達障害のある人の障害名公表等に関する要請  

 「日 本発達障害ネットワーク」は、従来制度の谷間に置かれ支援の対象となっていなかった、あるいは適切な支

援を受けられなかった、自閉症、アスペルガー症候群 その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害等の発達障害のある人およびその家族に対する支援を行うとともに、発達障害に関する社会一般の理解 向上

を図り、発達障害のある人の福祉の増進に寄与すること目指し、2005 年 12 月 3 日に発足しました。  

 2008 年４月現在、正会員（全国団体）16、エリア会員（地方団体）44、合計 60の発達障害関係の当事者団体、学

会、職能団体が会員となり、中央省庁の各種委員会に委員を排出するなど、日本を代表する発達障害関係の全

国組織として活動しています。  

 日本弁護士連合会の先生方が、先頭に立って人権の擁護に努めておられることにつきまして、日頃より敬意を

評しております。  

さて、2008 年 3 月 18 日に少年にホームから突き落とされ、岡山県職員が亡くなられた事件につきましては、被

害者の方およびご家族の方に心からお悔やみ申し上げます。この件に関しまして、弁護士連合会の先生方にお願

いがあります。  

この事件に関して、2008年 4月 24日 の新聞各紙は、「付添人の弁護士により、少年が簡易鑑定の結果、広汎

性発達障害の一種であるアスペルガー症候群と診断されていたことを明らかにされた」と いう内容を掲載しました。

今回の報道では、この障害が、「犯罪などの反社会的行動に直接結びつくことはない」、「犯罪傾向とは無関係とさ

れる」と付記して いる新聞が数紙ありましたが、いずれの記事も「事件を起こした少年には、アスペルガー症候群

という診断がついていた」ということだけが強調され、障害が単 純に事件に結びついているかのように誤解されか

ねない形で報道されています。弁護士の方が、どのような考えで上記診断名を公表されたのかは不明ですが、そ 

の公表を受けて、上記のような記事が作られたことを残念に思います。  



弁 護士の方が、担当された被告の罪を正しく評価するため、精神鑑定を要請することは当然のことですが、マ

スメディアに診断名だけが一人歩きするような事態は 避けていただきたいと考えます。司法精神医学の分野でも、

発達障害の責任能力については定見が得られていないと聞いています。この段階でアスペルガー症候 群をはじ

め発達障害を強調することは、「発達障害は犯罪に結びつきやすい」、「発達障害は心神喪失・耗弱の対象になり

やすい」というメッセージを送ること になるのではないでしょうか？  

今 回のようなケースで、アスペルガー症候群と犯罪を単純に結び付けた報道がなされますと、アスペルガー症

候群のある当事者や家族、関係者を不安に陥れ、精神 的に苦しめ、ひいては周囲からのいじめや差別を惹起し、

社会生活に支障をきたすような結果になりかねません。人権を守るべき弁護士の方の言動が、社会的な 弱者で

ある障害のある人や家族の人権を脅かすような結果を招いていることを危惧いたします。弁護士の先生方にもぜ

ひ、アスペルガー症候群などの発達障害に ついて、適切に理解をしていただき、その上で適切に、説明、公表等

をしていただくようお願いいたします。  

2002 年の文部科学省による調査で、アスペルガー症候群などの発達障害は、6%程 度出現するという推計値

が出されており、成人も含めると日本全体で、数百万人はいる計算になります。特別支援教育の推進や発達障害

者支援法の施行などによ り、発達障害に対する国の取り組みが始まり、当事者団体や関係者の努力の積み重

ねもあり、ようやく発達障害に関する正しい情報が社会に少しずつ広まりつつ あるところです。しかし、上記のよう

な誤解を招きかねない報道が一つでもありますと、これらの努力も水泡に帰してしまいかねません。 

弁護士の先生方の発言は、影響力が大きいものであることをご認識いただき、発達障害に関して取り上げる際

には、上記の点に十分留意いただくようお願いします。  

改めて次の事柄を、「日本発達障害ネットワーク」として要請します。  

１．発達障害の診断を受けていた場合でも、本人の状況に配慮し、本人への告知をしていない場合が少なく

ありません。当事者自身も正しく説明を受けていない場合には、診断名を公表することは、差し控えていた

だくこと。  

２．事件と発達障害の因果関係が司法精神医学的に解明されていない段階においては、注釈の有無を問わ

ず、障害名を報道機関に公表することは控えていただくこと。  

特に、初報では原則として、障害名に触れないこと。  

３．アスペルガー症候群などの発達障害に関して適切に理解をしていただき、アスペルガー症候群などの発達

障害のある人の人権がこれまで以上に守られるようご尽力いただくこと。  

以上  


